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２０１５年１０月２４日 

 

職場の人権 第１８８回研究会 

 

「派遣法改正と非正規労働者の世界」 

伍賀一道報告へのコメント 

 

 

髙田好章（基礎経済科学研究所所員） 
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☆伍賀一道報告への簡単なコメント： 

・派遣労働者の期間制限３年により失職の問題と 

「ずっと派遣」派遣のままでもいい、あきらめ 

・処遇への怒り（「雇用身分社会」）: 

モノ扱い、低賃金：最低賃金程度に 

・本当に派遣会社は教育訓練をするのか、できるのか： 

スキルアップしても同じ待遇 

・派遣労働者の雇用安定策の欺瞞： 

派遣労働こそ雇用流動化の要、との乖離 

・使用者責任代行サービス（弾よけサービス）：人材ビジネスの拡大 
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☆伍賀一道氏近著：『「非正規大国」日本の雇用と労働』 

新日本出版、２０１４年１０月 

・派遣労働の源泉は社外工（第３章）： 

１９８８年本（『現代資本主義と不安定就業問題』） 

サービス経済化でなく、社外工との連続性を指摘（第７章） 

１９９９年本（『雇用の弾力化と労働者派遣・職業紹介業』） 

社外工を「事業場内請負」と明記、 

現在横行している製造請負（工場内製造業務請負）における

偽装請負をいち早く指摘（第４章） 

２０１４年本：社外工から製造請負・製造派遣へ連続性： 

専門性から非専門性という特徴の違い（１２５頁以下） 
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・派遣労働は労働者供給業

である（第３章）： 

労働者供給業の枠の中に

派遣労働があることを示

す図３－１（１０６頁） 

本来、職安法で禁止されて

いる労働者供給事業に、 

法的に虚構の 

「雇用」と「使用」を分けた 

「派遣労働」を創作： 

そこにすべての矛盾が出現 
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☆２０１５年労働者派遣法改正の見方：日本経済新聞より  

 

◇八代尚宏（日経 2015-09-24）： 

正社員の働き方を改革し、 

派遣を含む非正社員との働き方の壁を引き下げることが、 

本来の労働市場改革の方向［目指すは正社員、その第１歩］ 
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◇大内伸哉（日経 2015-09-25）： 

専門業務派遣と非専門業務派遣では性格が全く異なる、 

専門業務派遣こそが本来の派遣［法が目指す方向を示さず］ 

景気のバッファーの必要性、非専門業務派遣のプラス面 

＝就労機会をもてると強調［不安定就業に目を向けず］。 
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◇安藤至大（日経 2015-09-28）： 

不安雇用は派遣労働固有のものでない、 

直接雇用が常によいとは限らず［正規雇用の不安定化を指摘］。

企業体力があり多くの派遣先を持つ派遣元企業に雇用される 

ことが労働者にとって重要な選択肢［派遣業界の集中化へ］ 
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☆労働者派遣法のそもそもの問題点： 

・労働者派遣法で、 

異なるふたつのモノが同じ法律の中に入れられたこと： 

 

専門職と不熟練職を同じ法律でくくってしまった。 

キャリアのいる、必要な労働者層：２６業種の一部。 

キャリアがいらない、必要のない職種：後に追加されたもの。 

ここにはマッチングもキャリア教育も関係ない。 

ただ動くヒトがいればいい。 

それが今回の改正で、区別がなくなる 
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派遣（請負）労働者は学歴・経験問われない： 
ＮＨＫ『フリーター漂流』２００５年より 
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派遣（請負）労働者の仕事： 
短期間で別の仕事に回される仕事
内容の頻繁な変動 
生産労働者としてのスキルは磨け
ない、必要もされない 
ＮＨＫ『フリーター漂流』２００５年より 
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・製造派遣では短期雇用：派遣労働者が３年で切られる： 

派遣労働者は３年で切られると報道。 

今回改正の職種での期間制限無し、個人での期間制限： 

すべての職種で個人の期間制限をなくす改正へ方向へか 
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＊製造派遣では短期就業の繰り返し 実例： 

ある会社では(２００２年～２０１２年間の調査)： 

派遣期間 

１年以内： ９３．６％ 

３ヶ月以内：６９．５％ 

２か月以内：５２％ 

実際の労働時間は、４分の１ 

※２００２年度から２０１２年度までの 

すべての派遣労働者７６４人調査  
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個人別派遣期間：2002～2012年度：７６４人 

一部拡大↓ 
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個人別派遣期間：2002～2012年度   個人別派遣月数・時間（平均）２０１１・２０１２年度 
 

  

人数 ％
１ケ月以内 145 19.0
２か月以内 397 52.0
３ヶ月以内 531 69.5
１年以内 715 93.6
１年以上 49 6.4
全部 764 100.0

１ケ月間 145 19.0

２ケ月間 252 33.0

３ヶ月間 134 17.5

最大月数 45

2011年度
月数％ 月数 時間％

６社平均 34.9 4.2 25.7
４社平均 33.2 4.0 22.8
労働時間平均 ６社 404.4 20.9
所定時間：1936 ４社 338.6 17.5
2012年度

月数％ 月数 時間％
６社平均 34.5 4.1 27.3
４社平均 30.4 3.6 22.5
労働時間平均 ６社 480.5 24.8
所定時間：1936 ４社 393.8 20.3
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・製造派遣では派遣労働者の人数を 

それほど増やすことはできない：工程管理の限界 

  

＊製造派遣では２０％以下に抑えられている実例（中小企業） 
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必要人員に対するアルバイト・派遣比率        製造ラインの人員とライン配置人数と派遣数（平均） 

年月 必要数 アルバイト比率％ 派遣 比率％
2011年04月 140 43 30.7 25 17.9
2011年05月 141 41 29.1 24 17.0
2011年06月 131 39 29.8 17 13.0
2011年07月 128 39 30.5 21 16.4
2011年08月 138 40 29.0 14 10.1
2011年09月 130 39 30.0 17 13.1
2011年10月 128 38 29.7 16 12.5
2011年11月 122 40 32.8 13 10.7
2011年12月 138 40 29.0 23 16.7
2012年01月 133 41 30.8 22 16.5
2012年02月 140 43 30.7 20 14.3
2012年03月 129 49 38.0 21 16.3
2012年04月 137 34 24.8 23 16.8
2012年05月 128 35 27.3 15 11.7
2012年06月 125 33 26.4 20 16.0
2012年07月 136 36 26.5 22 16.2
2012年08月 131 40 30.5 20 15.3
2012年09月 136 38 27.9 17 12.5
2012年10月 118 40 33.9 15 12.7
2012年11月 129 39 30.2 18 14.0
2012年12月 142 39 27.5 25 17.6
2013年01月 139 39 28.1 28 20.1
2013年02月 136 37 27.2 25 18.4
2013年03月 131 42 32.1 25 19.1
平均 132.75 39 29.6 20 15.3

年度 必要人員 ライン数 ライン人数 派遣数/L

2003 125.8 12.7 10.0 1.6
2004 106.5 11.1 9.8 1.0
2005 114.0 12.3 9.5 1.7
2006 108.5 11.4 10.0 2.1
2007 125.7 12.9 9.6 4.2
2008 124.0 13.3 9.5 3.9
2009 138.3 14.6 9.3 1.5
2010 129.4 14.3 9.2 0.9
2011 142.4 14.6 9.9 2.1
2012 138.6 14.0 9.8 2.2
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製造ラインの人員配置図：化粧品製造 

  

充填機 
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チェッカー 
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：従業員 ：派遣労働者 

充填工程 仕上工程 
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☆派遣労働の今後について： 

 

・派遣法改正によって、 

製造請負から製造派遣への動きはあるのかどうか 

 

＊２０１０年電機連合調査ではまだまだ製造請負が多い 

    製造請負：事業所の６０～７０％で利用 

「電機産業の製造現場におけるアウトソーシングの実態調査報告」電機連合

総合研究企画室、２０１０年１０月 より 

（２０１０年３～５月調査、１５８事業所回答） 
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製造派遣

製造派遣 

←電機連合 

２０１０年調査 

８４．９％ 

参考： 

電機連合 

２０００年調査 

６９．１％ 
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製造請負 

製造請負 

←電機連合 

２０１０年調査 

７０．９％ 

参考： 

電機連合 

２０００年調査 

６４．３％ 
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・財界の派遣法改正の目標（私見）： 

職種の拡張：建設業・港湾業・医療分野へ 

 期間撤廃 

外国人労働者門戸開放 

＊外国人の受け入れを提言：経団連（朝日 2015-10-20） 
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・人材ビジネスの多角化と隆盛： 

 

資本（Ｃ＋Ｖ＋Ｍ）の「Ｖ」部分における分化： 

「人材取扱資本」の隆盛 ： 人「材」＝モノ 

 

求人誌発行、職業紹介、業務請負、派遣事業、 

各種請負：再就職支援（リストラ）・キャリア教育・ 

人事業務請負（採用業務・労務・解雇業務等）、 

新卒者就職・再就職支援、高齢者雇用支援、等々 
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＊ハローワーク求職者情報を 

紹介会社に開放へ：希望職種・職歴・希望年収等(朝日 2013-12-23) 
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＊リクルートＨＤ上場 

時価総額１．９兆円、２０３０年に人材サービス世界一へ 

                             （朝日 2014-10-17） 
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☆派遣労働に見るかすかな希望の姿 

 

・未来形の男女の同一労働同一賃金： 

製造派遣・製造請負では、実態として同じ現場で 

男女が同じ仕事をしていて、同じ賃金になっている 

  
ＮＨＫ『フリーター漂流』２００５年より 
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・会社の枠に縛られない労働者 

派遣労働者は、企業の論理・枠に縛られない存在であり、 

会社の不正が隠せなくなる。不正告発、ひどい企業からの離脱、

企業の実態・評価・うわさが外に流れ出る。 

資本からの自由を求め、 

労働者自らの組織による派遣の可能性はどうか： 

               労働組合による派遣事業の拡大へ。 

ただしその逆もある：情報の漏えい例： 

ベネッセで派遣ＳＥが顧客情報を流出（朝日 2014-07-13,-07-15） 
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最後に： 

 

このコメントには、労働組合が出てこない 

 

資本制生産体制には必ず不安定就業層が必要という問題： 

勃興期から現代まで続いている：   

現在の姿は、 

パート、アルバイト、請負労働者、派遣労働者、日雇い労働者等々 
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その「不安定」に対する「防波堤」をどう作り維持していくのか： 

労働者自らが集まって「防波堤」を作り出すこと 

 

かつて、旧組合から新組合へ： そもそも派遣（請負）労働者が 

現代の労働組合の源泉となる組織を作った：  

一般労働組合：General Union :  

イギリスの港湾労働者：１８８９年のドッグストライキ 

工場内請負制への労働組合による反対運動の経験がある 

 

                              以上です 


